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第９章 バリアフリー推進方策 

１ 市民、事業者、行政の役割 

本構想の推進に向けて、「市民・事業者・行政」が互いに協力し、適切な連携・協働のもと、当事者

（高齢者や障がいのある方等）参加の上で、基本構想に位置づけられた事業の着実な実施、評価、改善

を図り、段階的、継続的に協議を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 市民、事業者、行政の役割 

市  民 

・高齢者や障がいのある方等に対する

正しい理解 

・バリアフリーに配慮した行動 

・特定事業等に対する意見や提言 

・特定事業等への協力 等 

行  政 

・基本構想に基づく事業の実施 

・市民意見の反映 

・職員等への継続的な研修の実施 

・教育啓発活動の実施 

・バリアフリー情報の提供 

・基本構想の進行管理 等 

事 業 者 

・基本構想に基づく事業の実施 

・職員等への継続的な研修の実施 

・バリアフリー情報の提供 等 

 

当 事 者 

（高齢者や障がいのある方等） 
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基本構想の作成 

実施 

計画 

評価 

改善 

２ 推進方策 

本構想を適切に進行管理していく過程においては、実施状況を踏まえながら基本構想を評価・見直し

していく、計画（Plan）、実施（Do）、評価（Check）、改善（Action）の「PDCA サイクル」に基づき、段

階的かつ継続的な改善を進めていきます。 

ただし、バリアフリー化を取り巻く環境や条件は、日々変化していることから、将来的には社会経済

状況や周辺状況等の変化などに柔軟に対応していけるよう、必要に応じて基本構想の見直しを行います。 

また、原則中間年次でフォローアップをする会を開催することとしますが、主たる事業の進捗に合わ

せた開催にも配慮し、事業の進捗の確認や関連団体へのヒアリング結果などにより、状況の評価を行い

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 スパイラルアップによる基本構想の推進 

段階的・継続的な取組 
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